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表 採択グループに取り組まれやすい項目

者との連携体制が構築さ

れている北海道・青森県・

長崎県のみであった（表 ）。

ここでは、北海道で 外

壁 内壁 屋根 、長崎県

で 屋根 軒 建具 と特

定の要素基準に集中して

いるとされ、青森県では、

「グループによって適用

される基準が異なる」状況にあるという。北海道では、「グ

ループルールに基づいて住宅を建てると地域住文化加算

が適用される仕組みが構築されている」との話が聞かれた

ことからも、グループの構成・指針設定によって適用可能

な部分等が分かれる状況が窺える。

地域住文化加算の運用に際しては、要素基準未策定の自

治体では、地元事業者からの「要望がない」といった状況

も少なくない（図 ）。また、事業者からは「施主の設計要

望と要素基準が適合しない状況もある」との声も聞かれて

おり、新築行為と伝統的建築技術を両立することの困難さ

もある。他方で、地域型住宅の指針が明確化され、グルー

プ企業と十分な協議が行われた上で要素基準が設定され

た場合など、伝統的な建設手法を用いた「住宅性能の向上

に効果がある」との意見も聞かれている。

まとめ

本研究では、グリーン化事業における地域住文化加算に

向けた要素基準の内容と運用実態を整理した。

現状、策定されている要素基準をみれば、地域住文化の

重要項目として、必須・優先事項を示す自治体、伝統的な

建築技術の部分的選択に留まる自治体に分かれる状況に

あり、特に、地域住宅の要綱・ガイドライン等が明確化さ

れている都道府県で、独自の基準が設定される傾向がみら

れた。要素基準が未策定の自治体では、外観に関連する項

目や 構法 主要構造部 といった建物全体に係る基準が

重要視される傾向にあり、こうした認識が基準策定を一層

困難にする状況につながっていた。こうした状況から、地

域独自の基準と一般的な日本住家の要素を整理し、要素基

準を段階的に設定することが有効であると考えられる。

また、要素基準の適用はグループ企業の建設ルール等に

応じて適用範囲が定まる傾向も確認され、採択グループか

らの提案を受け、適用しやすい要素基準が構築される事例

もみられた。こうしたことから、現状の適用項目を検証し

つつ、自治体及び地域工務店等が連携した要素基準の調

整・再整理を進めることが重要といえる。

補注 
注  グリーン化事業の加算措置として「地域材加算 全て 」「地域材

加算 過半）」「三世代同居加算」「地域住文化加算」「バリアフリ

ー加算」の 項目が設けられている。
注  年度は予算措置の関係上、グリーン化事業の実施は見送ら

れたが、国土交通省としても次年度以降、改めて推進したい事

業と位置付けられている。
注  アンケート調査は、 年 〜 月に実施し、要素基準策定済

み自治体に対しては、基準の内容、基準の策定方法、地域住文

化加算の審査方法、加算措置の適用状況の 項目を設定した。
要素基準未策定の自治体に対しては、要素基準の検討状況、加
算措置の適用状況の 項目を設定した。なお、東京都を除く

道府県から回答を得た（回収率 ％）。
注  ヒアリング調査は、北海道 青森県 山梨県 長野県 山口県 長

崎県の 道県を対象に、 年 〜 月に採択グループ事務

局に対して実施した。ヒアリング項目は、要素基準の評価、住
宅供給までのプロセス、施主との調整状況の 項目を設定した。

注  要素基準は、必須項目を除いて、各基準の中から「 つ以上満

たす」ことを基本の要件としている。
注  策定済みは、優劣はないとの回答であった北海道 熊本県を除

く 県を有効回答とし、未策定は回答があった 府県を対象

としている。アンケートでは要素基準の部位毎に 段階評価に
よる回答を求め、図 ・図 は 段階評価の「 」を中央値「 」
とし、その差を表している。
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デジタルサイネージ付きバス停の利用実態と行政情報のあり方に関する一考察 

－都営三田線高島平駅バス停の利用者アンケート調査から－ 
 

7.都市計画－2.都市像と計画－e.交通 正会員 ○ 御正山 邦明*1 正会員 柴田 佳大*2 

  〃   上山 肇*3 

デジタルサイネージ付きバス停 利便性 行政情報 板橋区  

 

１ はじめに 
1.1研究の背景 
近年、全国的に鉄道駅や空港等ではデジタルサイネージ付き

の時刻表や案内情報が多く設置され、利用者の交通利便性の向上

が図られている。一方で、地元住民の貴重な足となる路線バスに

ついては、主要駅のバスターミナル等ではバスの接近を表示する

装置はあるものの、バス停においてデジタルサイネージによるバ

ス時刻表や案内情報等を提供する装置は東京都内には設置され

ていない状況であった。 
板橋区では、東京都の支援を受け、「デジタルを使いこなす『元

気』高齢者育成事業」として、地域拠点でのデジタル体験環境整

備やスマートフォンを利用した地域周遊施策の実施などに取り

組んでいる。そこで、この事業を活用して、板橋区とバス運行事

業者である国際興業株式会社（以下、「国際興業」）とで都内で初

となるデジタルサイネージ付き「スマートバス停」を導入し、都

営三田線の高島平駅バス停２番のりば（板橋区高島平八丁目３番

地先）にて、2023年12月13日（水）から運用を開始した。こ

の乗場は、4方面行きのバスが運行しているため、多くの地域住

民が利用している。身近な移動手段である路線バスのバス停にデ

ジタル環境を取り入れることで、高齢者のデジタル化に対する抵

抗感をなくすことも期待されている。 
1.2「スマートバス停」 
高島平駅のバス停２番のりば

に設置されたデジタルサイネー

ジ付きバス停「スマートバス停」

は、西鉄エム・テック株式会社と

株式会社YE DIGITALが共同開

発した製品である。当該バス停で

は画面を3分割し、上段がデジタ

ルサイネージによるリアルタイ

ムでの「バスの接近情報」、中段

が拡大表示可能な「バス時刻表」、

下段が「行政情報」等をデジタル

表示している。「バスの接近情報」

は、バス停に到着する順に行き先  写真１ スマートバス停 
Consideration of the actual usage of bus stops with digital 

signage and the state of administrative information －From a 
survey of users of the Takashimadaira Station bus stop on the Toei 
Mita Line－   

 
や定刻との時間差、到着時間を示し、「バス時刻表」は、平日と

土日祝日を交互に表示させ、現在の時刻に近い数時間帯を拡大表

示させている。「行政情報」等は、行政のイベントやお知らせ情

報だけでなく、バス路線図を十数秒単位で切り替え、繰り返し表

示させている。 
このバス停は、高島平駅の駅前に位置し、都営三田線と国際興

業が運営する路線バスの交通結節点で、板橋区道に設置しており、

板橋区では初めての設置であることから、実証実験として位置づ

けられている。 
なお、「スマートバス停」は、2024年末現在、全国での設置個

所は200基を超え、東京都内でも複数設置されている。 
1.3 本研究の目的 
本研究は、東京都内で初めて設置した「スマートバス停」につ

いて、設置から約1年弱を経過した状況のなかで、利用実態を調

査するものである。 
設置前の状況は、時刻表のみが掲示されたバス停であったこ

とから、「スマートバス停」による情報をバス利用者がどの程度

利用しているのかを把握し、バス情報以外の「行政情報」のあり

方について考察することを目的とする。 
 
２ 先行研究 

 地方自治体では、サイネージに関する調査報告として、宮崎市

等が『デジタルサイネージを活用した公共情報システムに関する

調査研究』で、公共情報システムの方向性とその導入可能性につ

いて取りまとめており、大阪市では、『大阪市におけるサイネー

ジ付きバス停の導入に関する実証実験の実施ついて』で、サイネ

ージ付きバス停の交通安全及び景観への影響を調査している。 
 路線バス利用者に関しては、府中市が、路線バスの利用状況や

利用実態（区間・時間帯・頻度・目的等）、利用者からの評価・

問題点・改善要望などを把握するため、市内の主要なバス乗り場

において、路線バス利用者を対象としたアンケート調査を実施し

ている。 
 本調査は、路線バスの利用者に対して、デジタルサイネージ付

きバス停の利用実態について、調査を行うものである。 
MISHOYAMA Kuniaki, SHIBATA Keita 
KAMIYAMA Hajime 
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３．バス停アンケート調査 

 3.1調査の方法 
本調査は、2024年11月14日（木）13時から19時にかけて、

バスを待っている利用者に対して行い、63 名から回答が得られ

た。質問項目として、①バス停の利用頻度 ②主なバス利用の目

的 ③「バス接近情報」の利用頻度 ④「時刻表」の利用頻度 ⑤

「行政情報」の利用頻度 ⑥スマートバス停の利便性 と自由意

見を、また、回答者の性別や年齢を伺った。 
3.2調査結果 
⑴回答者の性別と年齢 

 男性よりも女性利用者の回答がやや多く、約6割であった。バ

ス利用者は男性より女性が多かったこともあるが、アンケートを

拒否する男性もみられた（図1）。 
 利用者のうち、様々の年齢層から回答を得る予定でいたが、10
代の利用者は殆ど見られず、60 代以上が約半数を占める結果と

なった。一方で、20代から50代についても、ある程度の回答を

得ることができた（図2）。 

図 1 調査対象の性別     図2 調査対象の年代 
⑵バスの利用頻度と利用目的 

 「週に5回以上」と「週に2・3回」がそれぞれ3割以上あり、

この2つ回答を合わせると、約7割であった。一方で、「初めて」

と回答した方が1割弱であった（図3）。 
利用目的では、「通勤」が半数以上を占めた。次いで、「買い物」

「病院」が同じ割合となり、「通学」は非常に少なかった。「その

他」としては、仕事の移動や親戚や友人と会うため、といった回

答が得られた(図4)。 

図 3 バス停の利用頻度    図4 バスの利用目的 

⑶「バスの接近情報」の利用

状況 
 これまで設置されていなか

った情報であるが、「いつも見

る」と「たまに見る」を合わせ

ると約 8 割となっており、多

くの方が利用されていた。一

方で、１割の方は「全く見ない」  図5 接近情報の利用 

との回答であった（図5）。 
⑷「時刻表」の利用状況 
時刻表については、「いつも見る」「たまに見る」を合わせて約

5 割弱の回答であった。「バスの接近情報」に比べると利用され

る方は約 3 割減少していた。また、「全く見ない」「あまり見な

い」を合わせると約5割強の回答であった（図6）。 
⑸「行政情報」の利用頻度 

 行政情報では、「バスの接近情報」や「時刻表」に比べると、

「いつも見る」割合が非常に少なく、1 割弱であった。「たまに

見る」とあわせても全体の約 2.5 割であり、一方で、「全く見な

い」が5割であった（図7）。 

     図6 時刻表の利用      図7 行政情報の利用 

⑹スマートバス停の利便性 
 「バスの接近情報」「時刻表」

「行政情報」の利用実態は様々

であったが、スマートバス停を

「便利」と回答した方は8割を

超えていた。一方で、「不便」と

回答した方が6％いた（図8）。 
                図 8スマートバス停の利便性  

⑺少数調査 
 本アンケートでは、スマートバス停を「初めて」利用する方が

5名おり、これらの方には⑶～⑸についての回答が不可能であっ

た。 

そこで、3 つの情報を「見た」のかを投げかけたところ、「バ

スの接近情報」や「時刻表」を「見た」方は複数の回答があった

が、「行政情報」については、全ての方が見ていなかった（図9）。
一方、この5名全ての方が⑹について、「便利」と回答していた。 

   図9 初めてスマートバス停を利用する方の状況 

⑻自由意見 

 約40名の方から、「スマートバス停」について意見を聴くこと

できた。その回答（語り）から、メインカテゴリーとして、「有
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が、「行政情報」については、全ての方が見ていなかった（図9）。
一方、この5名全ての方が⑹について、「便利」と回答していた。 

   図9 初めてスマートバス停を利用する方の状況 

⑻自由意見 

 約40名の方から、「スマートバス停」について意見を聴くこと

できた。その回答（語り）から、メインカテゴリーとして、「有

2024 年度日本建築学会 
関東支部研究報告集  

2025 年 3 月  

3 
 

効性」「多様性」「視認性」に分類した（表１）。 

    表1 スマートバス停に対する自由意見まとめ 

 

 

４．本調査により得られた知見等 

4.1本調査からわかったこと 

本調査に当たり、性別や年齢が均等になるよう調査を実施する

予定であったが、男性より女性が、また若年層よりも中高年齢層

からの回答が多かった。これは、調査した時間帯が影響した可能

性もあるが、他の自治体の調査でも、路線バス利用者は、男性よ

り女性が、また、高齢者の利用が比較的に多いとの結果があるこ

とから、本調査が特異なものではないと考えられる。 
⑴バスに関する情報の有効性 
公道を走る路線バスは、交通状況により到着時刻に遅れが生じ

ることが多く、利用者にとっては「何時になったらバスに乗れる

のか」といったストレスが生じる。ところが、「バスの接近情報」

により到着時刻がわかるため、利用者にとって非常に有効な情報

となる。自由意見で「来る時間がわかるので便利」と評価してい

ているだけでなく、「バスの接近情報」を「いつも見る」「たまに

見る」と回答した 45 名のうち約 9 割の 41 名が、スマートバス

停を「便利」と回答していた。 
ところで、この「スマートバス停」は、写真２のとおり、バス

待ちの先頭位置に道路に平行した向きで、大人の頭の高さで設置

されている。これについて、自由意見では、「向きを工夫してほ

しい」4件、「バスを待っているときも見えるようにしてほしい」、

「（バスの接近情報は）バス停の屋根の下にあると良い」7 件、

といった設置位置に関する声も多く、バスを待っている間も、接

近情報を求めていることが解かった。 
なお、「時刻表」の利用状況については、約5割弱の方が「見

ている」ものの、特段の自由意見はなく、自由意見でも「この情

報（バスの情報）があれば十分」との声があった。 

写真2 スマートバス停位置  写真3 池袋駅バス接近情報 

⑵「行政情報」の有効性 
アンケート調査結果のとおり、「いつも見る」割合が 1 割弱、

「たまに見る」と合わせても約2.5割の14名で、他の情報と比

べて「見る」割合が低い数値であった。しかし、自由意見では、

「区の施設のイベント情報を知れた」「ワクチン接種の情報を見

て、実際に接種した」と、その効果に関する声が聴かれ、また、

本調査ではないが、5 月に実施した公園内の区のイベントでは、

「スマートバス停の行政情報を見て来園した」との声もあった。 
一方で、自由意見では、「行政情報は見ないので不要」3 件、

「（バス停は）バスの情報があれば十分」3件、「行政情報はもっ

と面白く」「文字を大きくして見やすく」といった要望もあった。

なお、「いつも見る」「たまに見る」回答数14名に対して、他の

項目との関係性について集計したが、数値が小さかったこともあ

り、年齢や利用頻度、利用目的や乗車時間との関係性を明らかに

することはできなかった。 

ﾒｲﾝｶﾃｺﾞﾘｰ ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ 語り
スマートバス停は前の方が良かった
バス接近情報は、来る時間がわかるの
で便利である
他のバス停にも、スマートバス停があ
ると良い（４）
スマートバス停で見た行政情報を、広
報紙でも確認できるので良い
スマートバス停の情報はスマートフォ
ンで見れるので、自分には不要（３）
来たバスに乗るので、接近情報や時刻
表は見ない
区の施設（ふれあい館）のイベント情
報を知れた
ワクチン接種の情報を見て、実際に病
院に行って接種した
バス停なので、バスの情報があれば十
分である（３）
行政情報は見ないので不要である
（３）
バスのリアルな位置情報がほしい
スマートバス停には、車内の混雑状況
があると良い（２）
路線図がずっと見れるようにしてほし
い
行政情報は音が出ると良い
広告（行政情報）はもっと面白くして
ほしい
お祭りなどイベント情報がほしい
バスの定期券売り場の案内が欲しい

評　価
スマートバス停の向きが人が並ぶ方向
と異なるので見やすくて良い
スマートバス停の向きを工夫してほし
い（４）
スマートバス停はバスを待っていると
きも見えるようにしてほしい
バス停の屋根の下に接近情報があると
良い（７）
行政情報は文字を大きくするなど、見
やすくしてほしい
行政情報の切替時間を長くしてほしい

（　）は同様意見の数

評　価

効　果

有効性

価　値

視認性

バス情報

行政情報

多様性

設置位置

行政情報

評　価
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写真4 行政情報例⑴     写真5行政情報例⑵ 

⑶その他 
スマートバス停の利便性では、「特に感じない」が8％、「不便」

が 6%であったが、こうした回答をされた方の自由意見は、「屋

根の下に接近情報があると良い」のほかに、「スマートバス停の

情報はスマートフォンで見れるので不要」との声があった。実際、

国際興業のＨＰでは、バス停を入力すると、「バスの接近情報」

と同じように、到着予想時間が表示されることから、スマートフ

ォンを活用する方は、改めてスマートバス停で情報を得る必要は

ないことがわかった。 
4.2 考察 

 上記の調査結果から、路線バス利用者の多くは、バス停に「バ

スの接近情報」を求めているが、「スマートバス停」は、バス待

ちの列からは見づらい位置に設置されていることから、自由意見

でも改善要望があった。 
 ところで、バス停は、一般的にはバス事業者の財産としてバス

事業者が関係機関へ申請して設置する仕組みとなっているが、デ

ジタルサイネージ付きバス停を道路の進行方向に垂直に設置す

ることは、自動車運転者への影響等から課題も多い。そこで、今

後の設置に当たっては、バス待ちの先頭ではなく、中間の位置に

設置するなど、多くの利用者が見える位置に設置するなどの検討

が必要となる。 
 「行政情報」については、回答者の 3/4 が「見ない」状況で、

自由意見でも「不要」との声があった一方で、その効果を認める

声もあった。そもそも、区の行政情報のうち、広報紙やホームペ

ージ等は、区民らが情報を得るために主体的に行動するものであ

るが、スマートバス停の「行政情報」は、バスの情報を得るため

の行動に伴った情報となる。 
 この情報については、目にした区民の方が、改めて広報紙で内

容を確認することや自ら行動を起こす、といった効果が期待でき、

媒体として重要な役割を果たせると考えられることから、区では、

今後も継続して取り組んでいきたい。なお、この情報は、現在は

十数秒で切り替わる仕組みとなっていることから、自由意見にも

あった通り、一瞬で理解できる最低限のわかりやすい情報とする

工夫も必要である。 
  

５．おわりに 

 「行政情報」の調査に当たり、今回、画面を「見る」「見ない」

の聞き取り調査としたが、「全く見ない」方が半数いたことから、

この枠に「行政情報」があることを認知していない可能性も考え

られる。そこで、スマートバス停のサイネージには、「行政情報」

枠があることを知ってもらうといった視点で情報を作成するこ

とも求められる。 
 また、自然災害等における「防災・災害情報」も重要な行政情

報であるが、現在、スマートバス停への行政情報の表示は、区が

情報を作成したうえで、所有者である国際興業に依頼しており、

緊急時の情報発信については未対応となっている。そこで、こう

した情報も含めて、スマートバス停の行政情報発信の仕組みにつ

いて研究していきたい。 
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